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東灘区では本年度も瓦版を発行し、ケアマネジャー連絡会の活動をはじめ、様々な情報を発信していきます。皆様からのご意見等も、お待ちしておりますのでどうぞよろしくお願い致します。
皆様方におかれましては新型インフルエンザ対応で多忙を極めておられるかと思います。体調管理にはくれぐれもご注意ください。

●５月の東灘区医師会介護保険部会の報告…新型インフルエンザについて

実は今月の介護保険部会は5月16日でした。そうです、例のニュースが流れる直前に正に新型インフルエンザの対応について話合っていたのです。ちょうど少し油断していた時期でしたが、先生方から侮ってはいけないと諭され、気を引き締めて帰ったらあのニュースが流れ、唖然としました…。
　いろいろお聞きした中で、個人的にですが、気になったことを挙げてみます。

★スペイン風邪（1918年）の時に、公共スペースなど人が集まる場を閉鎖した都市の
死亡率がとても低く、流行防止にいかに有効だったかが既に証明されていた！！
→デイやショートを休止させることは決して大袈裟な対応ではない！

★パンデミックは数十年に一度は必ず起こるものだからそろそろ起こっても当然！！

★タミフルとリレンザはウィルスを殺す作用はないので早く治るわけではない！
→症状がおさまっても感染力はあるので注意すること。
★若い人が死亡する理由は”サイトカインストーム”（→免疫反応が過剰になること）！！

★一般に処方されるタミフルとは別に行政が非常用にストックしているものを俗に

「赤タミフル」と呼ぶ！！（これは余談ですが…）
皆様も正確な情報収集に努め（時にはトリビア的情報も交えつつ…）冷静に対応していきましょう。また、今回の新型インフルエンザの対応で急なサービス変更の必要が生じた場合、担当者会議は書面等で代用可能など、神戸市の見解が通知されていますので必ず
ご確認ください。


●新認定調査の経過措置について
4月より新しい認定調査が実施されていますが、国の方針転換で当面は経過措置とし、新しい調査での結果がこれまでと変わる場合、希望すれば前の介護度に戻せることになりました。基本的には認定調査時に調査員が利用者に介護度を戻すかどうかを確認し、認定審査会は新しい調査結果で一旦審査した後に、利用者の意向が明かされ、最終的に意向を踏まえて介護度を決めるという手順です。（なんだか無駄が多い気がしますが…）従って更新申請時に予め意向が確認されることを利用者によく説明しておきましょう。
★お問い合わせ、ご意見などございましたら下記の世話人までご連絡お願いします★
住吉･御影あんしんすこやかセンター　　　　　 （伊賀） 851-1155

ライフケアーみかげあんしんすこやかセンター  （神谷） 854-2180

東灘ケアプランセンターほくら・くるる   　   （小薗） 452-6960

神鋼ケアライフ岡本あんしんすこやかセンター　（小西） 435-1855
東灘在宅福祉センター　　　　　　　　　　　  （水田） 842-3894
協同の苑は～とらんど甲南居宅介護支援　    　（吉田） 413-1088
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